
初動期（災害発生直後～２４時間）における

自主防災組織等が行う避難所施設の安全確認

別　記



○　避難所開設の流れ　○

１ 市職員、施設管理者、自主防災組織　　参集

□ 施設の開錠

□ 避難者を屋外の安全な場所へ誘導

（安全確認が済むまでは施設には入れないこと ）

２ 避難所施設の安全確認

□ 施設、設備の点検 【 チェックリスト参考 】

□ 通信手段を確保し運営拠点とする

３ 避難所の開設準備

□ 避難スペースの確保、立入禁止区域の設定

□ 避難者組の編成

４ 避難所の受入れ

□ 避難者名簿配布（世帯単位で記入）【様式２】

□ 受付（記入漏れや特別に配慮する事項等を確認）

□ 割り振られたスペースへ避難者を誘導

５ 避難所の状況報告、設備・物資・食料の確認

□ 発電機、照明機器、トイレ等の避難所運営・生活に必要な

設備を確認し、不足する設備は市災害対策本部へ要請する

【様式４】【様式５－①】

□ 市災害対策本部への定期連絡 【様式３－②】

□ 避難所開設の広報

６ 避難所運営委員会の設置

□ 会長、副会長、各運営班長の選出 【様式６】【様式７】

□ 役割分担の決定、班編成

□ 避難所における生活ルール、施設の利用方法を協議、決定

（運営委員には必ず複数名の女性を選出）
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※ 危険区域への立入禁止措置や危険物の除去など安全対策を講ずること。

※ 目視により、該当する部分について、分かる範囲で記入する。

※ 建物については、「Ｃ」と評価した項目がひとつでもあれば、避難所として使用しないこととする。

施設 評価 区分

施設全体 外観 傾斜、ゆがみ

柱 亀裂、破損、傾斜

壁 亀裂、ずれ、変形、はく離

屋根 落下、破損

施設内 天井

壁

出入り口扉 亀裂、壁の落下、ゆがみ、破損、飛散の有無

窓枠

窓ガラス

評価 Ａ　・・・ 安全性に問題なし　

Ｂ　・・・ 散乱物はあるが、建物全体の構造には問題がない。

（除去により安全性が確保できる）

Ｃ　・・・ 被害甚大につき使用不可

施設 評価 区分

階段 防火シャッター 通行の可否

落下物

照明 照明 使用の可否

水道 水道管の破損、水漏れ

電気器具 電線の切断、使用の可否

給湯・調理室 ガス 元栓の損傷、給湯器の損傷

冷蔵庫等 転倒、使用の可否

食器類 転倒、落下、使用の可否

水道 水道管の破損、水漏れ

ライフライン トイレ 排水の状況

電話・ＦＡＸ 使用の可否

評価 Ａ　・・・ 安全性に問題なし（使用可能）　

Ｂ　・・・ 損傷はあるが、使用には問題がない。

Ｃ　・・・ 損傷甚大につき使用不可

避難所の安全確認（チェックリスト）
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